
理

由

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
行
う
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域

連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
の
策
定
及
び
市
町
村
が
作
成
す
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
つ
い
て
定
め
、
当
該
計
画
に
基
づ
く

活
動
の
実
施
に
つ
い
て
、
自
然
公
園
法
、
森
林
法
、
都
市
緑
地
法
等
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


